
今月の活動は、またまた草抜きという地味だけど大事な作業を行いました。ただ前月の活動をかなり丁寧に行え

たことで、雑草の量はさほど多くなく、早い時間で終えることができました。

来月は、今度こそ予定通りにミーティングの時間で野菜の買い出しに行けることを願います。（※一面参照）

これからもゆっくり朗らかに活動してまいりますので、良かったらぜひご参加ください。

ミーティング（買い出し） 10月 19 日（火）14:30～16:30

活動日 10月 21 日（木）14:00～15:30
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ｔ仕事をしているので、電話相談を遅い時間の 19：30 までにしてほしい。⇒センターのスタッフが今後検討する。

ター内に掲示されている)マナーを守っていかないとお互いに衝突する可能性が大きいと思います。】

⇒人によって感じ方が異なるので、ルールの再認識と声の掛け合いをするのはどうか。

具体的には、声が大きい人がいたときに「声の大きさを下げて頂けませんか」と伝えたり、ピアノを弾きたいときに

「ピアノをこれから弾いていいですか」と確認をしたりするなど、声の掛け合いをすることで、センターにいる方そ

れぞれが思いやりを持ち、安心できるセンターになっていくのではないか。

☆8 月の予定決め

今回のふれあいファームミーティングは、野菜の種や苗の買い出しに「島忠ホームセンター大田千鳥店」まで行

きます。

参加の仕方は、①「かまたセンターに集合してから自転車で現地に行く」ことと、②「現地集合」のどちらでも大丈

夫です。

ふれあいファームミーティング（野菜の種や苗の買い出し）

開催日時：10月 19日（火）14:30～16:30 (雨天中止）

①「かまたセンターに集合してから自転車で現地に行く」かまたセンター 14:30集合

※自転車で来所できる方限定です。

②「現地集合」島忠ホームセンター大田千鳥店15:00集合（時間厳守）

待ち合わせ場所：１階エレベーターホール前の広くなっている場所

①②共通の注意事項…天気予報で雨だった場合は中止となり、10月以降に延期となります。

買い出しに行くのか、行かないのかどちらかが分からない時は当日の 14:00 までに、かまたセンター

（事務用電話：03-5700-6761）に連絡していただければと思います。

9 月に予定していたふれあいファームは

雨で延期となりました。今度こそ良い天気

に恵まれ、買い出しに行けますように！！
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※運営ミーティング・就労グループミーティングにプラスして、今月は「室内ストレッチ」を行います。

～ 専門相談 ～ 【予約制】

■ 法律相談 …法律に関するご相談をお受けします。弁護士が担当します。

＊法律相談の予約の締切日は相談日の前の週の金曜日（お休みの場合はそのさらに前日）となりま

す。

予約のない場合は弁護士の来所はありません。ご協力お願いいたします。

運営ミーティング・・・センターはみんなの場所です。来月の予定などみんなで考えていきませんか？

たくさんの方のご参加をお待ちしています。

お茶会・交流会・・・・その場で集まったメンバーでおしゃべりする時間です。他の人の話を聞くだけでもＯＫです。

ふれあいファーム・・・センター前花壇で、花や野菜を植えて育てています。野菜がうまく育つと調理会を

行ったりもします。

就労グループミーティング・・・「おおたワーククラブ」【登録制】 消費者生活センター第２集会室で行います。

くわしくは職員まで。

女性のお話し会・・・女性のみのお話し会です。話された内容についてはグループの中でのみ共有します。

ふれあい音楽会・・・２カ月に一回行っています。音楽療法士の先生をお呼びして、みんなでピアノに合わせて

歌ったり、楽器を触ったりしています。

ミーティング・・・運営ミーティングに準じます。

当事者研究・・・・当事者が主体的によりよい自分になるために考え話し合い実践します。

手芸クラブ・・・・手芸に興味のある方が集まっています。内容は、編み物、裁縫、紙粘土での人形作り等々を

しています。今は塗り絵も一緒に楽しんでいます。参加している人は、お茶を飲みながら

おしゃべりをして楽しく活動しています。手芸用品等はありますが、各自でのご用意をお願い

します。

ウォーキング・・・健康増進のために、通常より速い速度で歩きます。

お散歩・・・最長、片道３０分の道のりを、のんびり歩いて楽しみます。

女性のお茶会・交流会・・・女性のみでおしゃべりをするお茶会です。他の人の話を聞くだけでも OK です。

11：00～の開館

となっています

3月より相談時間が

変わりました！

土曜も 17：30 まで

となっています


